
（平成２３年４月２０日報道資料抜粋）

１．今回のあっせん等の概要

（１）年金記録の訂正の必要があるとのあっせんを実施するもの 7 件

国民年金関係 1 件

厚生年金関係 6 件

（２）年金記録の訂正を不要と判断したもの 19 件

国民年金関係 3 件

厚生年金関係 16 件

年金記録確認北海道地方第三者委員会分

年金記録に係る苦情のあっせん等について



北海道国民年金 事案 1980 

 

第１ 委員会の結論                              

申立人の昭和 45年 11月の国民年金保険料については、納付していたものと

認められることから、納付記録を訂正することが必要である。 

    

第２ 申立の要旨等 

１  申立人の氏名等 

    氏    名 ： 女 

    基礎年金番号 ：  

    生 年 月 日 ： 大正 14年生 

   住    所 ：  

 

２ 申立内容の要旨 

   申 立 期 間 ： 昭和 45年 11月   

私は、自宅に国民年金保険料を集金に来ていたＡ市職員に申立期間の保険

料を納付した。申立期間の国民年金保険料が未納とされていることに納得で

きない。 

 

第３ 委員会の判断の理由 

申立人は、国民年金制度発足当初から国民年金に加入し、申立期間及び厚生

年金保険被保険者の資格喪失月における国民年金の未加入期間（２回、各１か

月）を除く 60 歳到達により被保険者資格を喪失する前月までの国民年金加入

期間の国民年金保険料を全て納付していることから、国民年金に対する意識は

高かったものと考えられる。 

また、申立期間について、申立人は、「自宅に国民年金保険料を集金に来て

いたＡ市職員に保険料を納付した。」と述べているところ、申立人が所持する

国民年金手帳（昭和 44年３月 15日再発行）により確認できる申立期間直前の

昭和 45年４月から同年 10月までの国民年金印紙検認記録の検認について、Ａ

市から、「本市の国民年金推進員が集金により保険料を収納し、印紙検認を行

ったものと推測される。」との回答を得ていることから、同市の回答と申立人

の主張とは一致する。 

さらに、特殊台帳（マイクロフィルム）では、国民年金保険料の未納期間と

されていた申立期間直前の昭和 45年４月から同年 10月までの期間について、

申立人が所持する国民年金手帳（昭和 44年３月 15日再発行）により保険料の

納付済期間であることが確認でき、平成 21 年６月２日に、保険料の未納期間

から納付済期間へ納付記録が訂正処理されたことがオンライン記録により確

認できることから、申立期間当時、申立人に係る行政側の記録管理が適切でな



かったものと認められ、申立期間が１か月と短期間であることを考慮すると、

申立人が申立期間の保険料を納付していたものと考えるのが自然である。 

その他の事情を含めて総合的に判断すると、申立人は、申立期間の国民年金

保険料を納付していたものと認められる。 

 



 

北海道厚生年金 事案 3663 

 

第１ 委員会の結論 

申立人の申立期間③に係る標準報酬月額については、当該期間のうち昭和

61年７月から同年９月までの期間を 47万円に訂正することが必要である。 

なお、事業主が申立人に係る当該期間の上記訂正後の標準報酬月額に基づく

厚生年金保険料（訂正前の標準報酬月額に基づく厚生年金保険料を除く。）を

納付する義務を履行したか否かについては、明らかでないと認められる。 

 

第２ 申立の要旨等 

１ 申立人の氏名等 

    氏    名 ： 男 

    基礎年金番号 ：  

    生 年 月 日 ： 昭和９年生 

    住    所 ：  

 

２ 申立内容の要旨 

    申 立 期 間  ：  ① 昭和 37年 10月１日から 38年 10月１日まで 

             ② 昭和 57年３月１日から同年 10月１日まで 

         ③ 昭和 61年６月１日から同年 10月１日まで 

各申立期間はＡ社に勤務していたが、同社Ｂ支店に勤務していた申立期

間①については、２万 6,000円の給与が支給されていたと記憶しており、同

社Ｃ支店に勤務していた申立期間②及び同社Ｄ支店に勤務していた申立期

間③については、保管している給与明細書のメモによると、それぞれ 41 万

円、47 万円の標準報酬月額に相当する給与が支給されていたと思われる。

年金記録では、申立期間①、②及び③の標準報酬月額がそれぞれ２万 4,000

円、34万円、44万円と記録されている。 

各申立期間の標準報酬月額を正しい記録に訂正してほしい。 

 

第３ 委員会の判断の理由 

１ 申立人は、各申立期間の標準報酬月額の相違について申し立てているが、

厚生年金保険の保険給付及び保険料の納付の特例等に関する法律（以下「特

例法」という。）に基づき標準報酬月額を改定又は決定し、これに基づき記

録の訂正及び保険給付が行われるのは、事業主が源泉控除していたと認めら

れる厚生年金保険料額及び申立人の報酬月額のそれぞれに見合う標準報酬

月額の範囲内であることから、これらの標準報酬月額のいずれか低い方の額

を認定することとなる。 

２ 申立期間③のうち昭和 61 年７月から同年９月までの期間については、申



 

立人が給与明細書から給与支給額、社会保険料控除額等を転記した当時のメ

モ（以下「給与明細メモ」という。）及びＡ社が発行した給与辞令により、

申立人が、当該期間においてオンライン記録で確認できる標準報酬月額（44

万円）を越える報酬月額（45 万 8,310 円）の支払いを受け、当該報酬月額

に基づく標準報酬月額（47万円）に見合う厚生年金保険料（２万 9,140円）

を事業主により給与から控除されていたことが認められる。 

なお、事業主が申立人に係る厚生年金保険料を納付する義務を履行した

か否かについては、事業主は、確認できる資料が保存されていないため不明

としている上、これを確認できる関連資料及び周辺事情は見当たらないこと

から、明らかでないと判断せざるを得ない。 

また、政府の当該保険料を徴収する権利が時効により消滅する前に、事業

主が給与明細メモで確認できる報酬月額及び厚生年金保険料控除額に見合

う報酬月額の届出を社会保険事務所（当時）に対して行ったか否かについて

は、これを確認できる関連資料及び周辺事情が見当たらないことから、行っ

たとは認められない。 

３ 申立期間①については、Ａ社のＢ県内の総括的支店であるＣ支店に照会し

たところ、「当支店が保管する健康保険厚生年金保険被保険者名簿によれば、

申立人の申立期間①における標準報酬月額は２万 4,000 円と記録されてい

ることが確認できることから、これに基づく厚生年金保険料を給与から控除

していたものと考える。」と回答しており、申立人の主張を裏付ける資料や

供述は得られなかった上、同社同支店から提出された当該名簿の写しにより、

同社同支店が記録する申立人の申立期間①の標準報酬月額の記録は、オンラ

イン記録で確認できる標準報酬月額と合致していることが確認できる。 

また、Ａ社Ｂ支店の健康保険厚生年金保険事業所別被保険者名簿（以下「被

保険者名簿」という。）により、申立期間①において、同社同支店で厚生年

金保険の被保険者記録が確認でき、生存及び所在が確認できた者７人に照会

したところ、回答が得られた４人のうち３人については、いずれも申立期間

①の標準報酬月額が従前よりも引き下げられていることが確認できるとこ

ろ、いずれも「申立期間①の標準報酬月額と毎月の給与支給額が異なってい

たかどうかは分からない。」と回答しており、これらの者から、申立期間①

において被保険者名簿で確認できる標準報酬月額を上回る報酬月額の支払

いを受け、これに見合う厚生年金保険料を源泉控除されていたことをうかが

わせる供述は得られなかった。 

なお、当該事業所の被保険者名簿によれば、申立人が昭和 31年１月１日

に当該事業所で厚生年金保険の被保険者資格を取得してから、平成６年４月

１日に同資格を喪失するまで、標準報酬月額の記録が訂正された形跡は無い。 

このほか、申立人の主張する標準報酬月額に基づく厚生年金保険料の給与

からの控除について確認できる関連資料及び周辺事情は見当たらない。 



 

これらの事実及びこれまでに収集した関連資料等を総合的に判断すると、

申立期間①について、申立人がその主張する標準報酬月額に基づく厚生年金

保険料を事業主により給与から控除されていたことを認めることはできない。 

４ 申立期間②については、申立人が保管する給与明細メモにより、申立人が

申立期間②において事業主により支払いを受けたことが認められる給与支給

額に見合う標準報酬月額は、健康保険厚生年金保険被保険者原票により確認

できる標準報酬月額よりもいずれも高額であるものの、給与明細メモにより、

申立期間②において事業主が源泉控除していたと認められる厚生年金保険料

額（１万 8,020円）を当時の被保険者負担厚生年金保険料率（1,000分の 53）

で除して求められる報酬月額（34万円）は、オンライン記録により確認でき

る標準報酬月額と全て合致していることから、特例法による保険給付の対象

に当たらないため、あっせんは行わない。 

５ 申立期間③のうち昭和 61年６月については、給与明細メモにより、事業主

が源泉控除していたと認められる厚生年金保険料額（２万 9,140 円）を当時

の被保険者負担厚生年金保険料率（1,000 分の 62）で除して求められる報酬

月額（47万円）に見合う標準報酬月額（47万円）は、オンライン記録で確認

できる標準報酬月額（44万円）より高額であるものの、支払いを受けた報酬

月額（43万 2,750円）に基づく標準報酬月額（44万円）は、オンライン記録

で確認できる標準報酬月額と合致していることから、特例法による保険給付

の対象に当たらないため、あっせんは行わない。 



 

北海道厚生年金 事案 3664 

 

第１ 委員会の結論 

申立人のＡ社における厚生年金保険被保険者の資格取得日は平成 13 年４月

１日、同資格喪失日は 14 年４月１日であると認められることから、当該期間

に係る厚生年金保険被保険者資格の取得日及び喪失日に係る記録を訂正する

ことが必要である。 

なお、申立期間の標準報酬月額については、平成 13 年４月から同年９月ま

では38万円、同年10月から14年３月までは44万円とすることが妥当である。 

    

第２ 申立の要旨等 

１ 申立人の氏名等   

氏    名 ： 男 

基礎年金番号 ：  

生 年 月 日 ： 昭和 50年生 

住    所 ：  

 

２ 申立内容の要旨 

申 立 期 間 ： 平成 13年４月１日から 14年４月１日まで 

申立期間は、Ａ社Ｂ事業所でＣ職として勤務していたが、厚生年金保険の

加入記録が確認できない。当時の確定申告書及び給与振込みが確認できる預

金通帳があるので、申立期間について厚生年金保険の被保険者であったこと

を認めてほしい。 

 

第３ 委員会の判断の理由 

ⅰ）Ａ社は、「申立期間当時、申立人は、Ａ社Ｂ事業所において、Ｃ職とし

て常勤で勤務していた。」と回答していること、ⅱ）同社Ｂ事業所が平成 13

年に発行した会社情報誌のスタッフ紹介において、申立人が紹介されているこ

と、ⅲ）同社Ｄ事業所（現在は、Ｅ事業所）が保管する出勤簿によると、申立

人は１週につき５日間勤務していたことが確認できること、ⅳ）申立人が提出

した当時の確定申告書及び申立期間当時の給与振込みが確認できる預金通帳、

同社が提出した賃金台帳によると、申立人は申立期間において同社から給与を

支給され、給与から厚生年金保険料が控除されていたことが確認できること、

ⅴ）申立期間当時、同社において厚生年金保険被保険者であったことがオンラ

イン記録により確認できる者が、「申立人は、申立期間当時、Ｂ事業所に勤務

していた。申立人の勤務時間及び勤務日数は、常勤のＦ職と変わりなかった。」

と述べていることから判断すると、申立人は、申立期間において、同社に勤務

し、給与から厚生年金保険料が控除されていたことが認められる。 



 

一方、オンライン記録によると、当該事業所における申立人の厚生年金保険

被保険者記録は、当初、平成 13年４月１日に資格取得、14年４月１日に資格

喪失と記録されていたが、17年３月 29日に実施された社会保険事務所（当時）

による実態調査において、申立人については当該事業所における厚生年金保険

被保険者としての資格が認められないとされ、同年４月８日に当該被保険者記

録が遡って取り消されていることが確認できる。 

しかし、Ａ社は、「当時、Ａ社Ｄ事業所のＦ職数が法定人数を下回る可能性

があったため、Ｂ事業所で勤務していたＣ職であった申立人を、Ｄ事業所に勤

務しているとして届出を行った。」と述べており、当時の社会保険事務所の調

査において、申立人は、同社Ｄ事業所における勤務実態が認められないとして

厚生年金保険被保険者資格が取り消されたものの、前述のとおり、申立人が、

同社Ｂ事業所に勤務していたことは明らかである上、申立期間当時、同社Ｂ事

業所及び同社Ｄ事業所の厚生年金保険の適用事業所は同社であったことから、

同社の厚生年金保険被保険者に該当しなかった事情は見当たらない。 

これらを総合的に判断すると、申立人はＡ社において厚生年金保険被保険者

であることが認められることから、平成 17 年４月８日付けで行われた申立人

の厚生年金保険被保険者資格の取消処理は事実に即したものではなく、当該被

保険者資格の取消処理は有効なものとは認められず、申立人の同社における資

格取得日は 13年４月１日、資格喪失日は 14年４月１日であると認められる。 

また、申立期間の標準報酬月額については、申立人の厚生年金保険被保険者

資格取消処理前における社会保険事務所の記録から、平成 13 年４月から同年

９月までは 38万円、同年 10月から 14年３月までは 44万円とすることが妥当

である。 



 

北海道厚生年金 事案 3665 

 

第１ 委員会の結論 

申立人は、申立期間について、その主張する標準報酬月額に基づく厚生年金

保険料を事業主により給与から控除されていたことが認められることから、申

立期間の標準報酬月額に係る記録を平成12年１月から同年９月までは19万円、

同年10月から13年４月までは20万円、同年５月から同年９月までは19万円、

同年 10 月から 14 年４月までは 20 万円、同年５月は 19 万円、同年６月から

15年 11月までは 20万円、同年 12月から 18年８月までは 22万円、同年９月

から 20年２月までは 20万円に訂正することが必要である。 

なお、事業主は、申立人に係る申立期間の上記訂正後の標準報酬月額に基づ

く厚生年金保険料（訂正前の標準報酬月額に基づく厚生年金保険料を除く。）

を納付する義務を履行していないと認められる。 

 

第２ 申立の要旨等 

  １ 申立人の氏名等 

氏    名  ： 女 

基礎年金番号 ：  

生 年 月 日  ： 昭和 44年生 

住    所  ：  

 

    ２ 申立内容の要旨 

申 立 期 間 ： 平成 12年１月 16日から 20年３月 15日まで 

 申立期間は、Ａ社に勤務していた期間であるが、年金記録を確認したとこ

ろ、標準報酬月額が実際の給与支給額よりも低額となっていた。 

 年金記録を訂正してほしい。 

 

 第３ 委員会の判断の理由 

申立人は、申立期間の標準報酬月額の相違について申し立てているが、

厚生年金保険の保険給付及び保険料の納付の特例等に関する法律に基づき

標準報酬月額を改定又は決定し、これに基づき記録の訂正及び保険給付が

行われるのは、事業主が源泉控除していたと認められる厚生年金保険料額

及び申立人の報酬月額のそれぞれに見合う標準報酬月額の範囲内であるこ

とから、これらの標準報酬月額のいずれか低い方の額を認定することとな

る。 

したがって、申立人の申立期間に係る標準報酬月額については、Ａ社から

提出された賃金台帳及び申立人名義の預金取引明細記録において確認又は

推認できる厚生年金保険料控除額から、平成 12 年１月から同年９月までは



 

19万円、同年 10月から 13年４月までは 20万円、同年５月から同年９月ま

では 19万円、同年 10月から 14年４月までは 20万円、同年５月は 19万円、

同年６月から 15年 11月までは 20万円、同年 12月から 18年８月までは 22

万円、同年９月から 20年２月までは 20万円に訂正することが妥当である。 

なお、申立人に係る厚生年金保険料の事業主による納付義務の履行につ

いては、事業主は、標準報酬月額の届出について誤りを認めている上、当

該事業所から提出された申立人に係る賃金台帳により確認又は推認できる

報酬月額又は保険料控除額に見合う標準報酬月額とオンライン記録上の標

準報酬月額が全ての期間において一致していないことから判断すると、事

業主は賃金台帳等で確認又は推認できる報酬月額又は保険料控除額に見合

う報酬月額を届け出ておらず、その結果、社会保険事務所（当時）は、当

該報酬月額に見合う厚生年金保険料について納入の告知を行っておらず、

事業主は、当該保険料（訂正前の標準報酬月額に基づく厚生年金保険料を

除く。）を納付する義務を履行していないと認められる。 

 

 



 

北海道厚生年金 事案 3666 

 

第１ 委員会の結論 

申立人の申立期間①に係る標準報酬月額の記録については、当該期間のうち、

平成６年７月を 24万円、同年 10月を 22万円に訂正することが必要である。 

なお、事業主は、申立人に係る当該期間の上記訂正後の標準報酬月額に基づ

く厚生年金保険料（訂正前の標準報酬月額に基づく厚生年金保険料を除く。）

を納付する義務を履行していないと認められる。 

 

第２ 申立の要旨等 

１ 申立人の氏名等 

 氏    名 ： 男 

 基礎年金番号 ：  

 生 年 月 日 ： 昭和 16年生 

 住    所 ：  

 

２ 申立内容の要旨 

申 立 期 間 ： ① 平成５年 10月１日から６年 11月１日まで 

② 平成８年 10月１日から９年 10月１日まで 

 昭和 50年３月から平成 11年２月までＡ社にＢ職として勤務したが、年金

記録を確認したところ、標準報酬月額は、申立期間①が 19 万円、申立期間

②が 20万円と記録されている。 

 しかし、当時の給与支給額は、申立期間①が約 24万円、申立期間②は 26

万 5,000円であり、標準報酬月額が給与支給額よりも低額となっているので、

両申立期間の標準報酬月額について、正しい記録に訂正してほしい。 

 

第３ 委員会の判断の理由 

１ 申立人は、申立期間①及び②の標準報酬月額の相違について申し立ててい

るが、厚生年金保険の保険給付及び保険料の納付の特例等に関する法律（以

下「特例法」という。）に基づき、標準報酬月額を改定又は決定し、これに

基づき記録の訂正及び保険給付が行われるのは、事業主が源泉控除していた

と認められる厚生年金保険料額及び申立人の報酬月額のそれぞれに基づく

標準報酬月額の範囲内であることから、これらの標準報酬月額のいずれか低

い方の額を認定することとなる。 

２ 申立期間①のうち、平成６年７月及び同年 10 月について、申立人の当該

期間に係る標準報酬月額については、申立人が保管する給与支給明細書及び

給与所得の源泉徴収票並びにＡ社から提出された所得源泉徴収簿及び支払

精算書（以下「給与明細書等」という。）において確認できる厚生年金保険



 

料控除額及び報酬月額から、同年７月は 24 万円、同年 10月は 22 万円とす

ることが妥当である。 

なお、当該期間に係る厚生年金保険料の事業主による納付義務の履行につ

いては、事業主は、給与明細書等で確認できる厚生年金保険料控除額又は報

酬月額に見合う標準報酬月額を社会保険事務所（当時）に対し届出していな

いことを認めていることから、社会保険事務所は、上記訂正後の標準報酬月

額に基づく厚生年金保険料について納入の告知を行っておらず、事業主は当

該保険料を納付する義務を履行していないと認められる。 

一方、申立期間①のうち、平成５年 10 月から６年６月までの期間、同年

８月及び同年９月の標準報酬月額については、給与明細書等により、事業主

が源泉控除していたと認められる厚生年金保険料控除額（１万 3,775円）に

見合う標準報酬月額（19 万円）は、オンライン記録における標準報酬月額

と一致していることが確認できることから、特例法による保険給付の対象に

当たらないため、あっせんは行わない。 

３ 申立期間②について、上記給与明細書等により、当該期間に支払われた報

酬月額（26万 5,000円 ）は、オンライン記録により確認できる標準報酬月

額（20 万円）よりも高額であるものの、事業主が源泉控除していたと認め

られる厚生年金保険料控除額に見合う標準報酬月額（20 万円）は、オンラ

イン記録における標準報酬月額と一致していることが確認できる。 

また、Ａ社から提出された健康保険厚生年金保険被保険者標準報酬決定通

知書により、申立人の申立期間②に係る標準報酬月額は、事業主がオンライ

ン記録どおりに届出したことが確認できるとともに、当該届出内容は上記所

得源泉徴収簿の記録と一致していることが確認できる。 

このほか、申立期間②について、申立人が主張する標準報酬月額に基づく

厚生年金保険料を事業主により給与から控除されていたことを確認できる

関連資料及び周辺事情は見当たらない。  

これらの事実及びこれまで収集した関連資料等を総合的に判断すると、申

立期間②について、申立人が主張する標準報酬月額に基づく厚生年金保険料

を事業主により給与から控除されていたことを認めることはできない。 



 

北海道厚生年金 事案 3667 

 

第１ 委員会の結論 

申立人の申立期間に係る標準報酬月額の記録については、当該期間のうち、

平成 12年 10月から 13年６月までは 16万円、同年 10月は 15万円に訂正する

ことが必要である。 

なお、事業主が申立人に係る当該期間の上記訂正後の標準報酬月額に基づく

厚生年金保険料（訂正前の標準報酬月額に基づく厚生年金保険料を除く。）を

納付する義務を履行したか否かについては、明らかでないと認められる。 

 

第２ 申立の要旨等 

  １ 申立人の氏名等 

    氏    名 ： 女 

    基礎年金番号 ：  

    生 年 月 日 ： 昭和 29年生 

    住    所 ：  

 

  ２ 申立内容の要旨 

    申 立 期 間 ： 平成９年１月１日から 16年１月１日まで 

  平成８年７月から 15年 12月末までＡ社（現在は、Ｂ社）に勤務していた

が、厚生年金保険の加入記録によると、当該期間のうち、申立期間に係る標

準報酬月額が当時の給与支給額よりも低額な記録となっている。 

厚生年金保険料が給与から控除されていたことを確認できる給与明細書が

あるので、申立期間の標準報酬月額について、正しい記録に訂正してほしい。 

    

第３ 委員会の判断の理由 

申立人は、申立期間の標準報酬月額の相違について申し立てているが、厚生

年金保険の保険給付及び保険料の納付の特例等に関する法律（以下「特例法」

という。）に基づき、標準報酬月額を改定又は決定し、これに基づき記録の

訂正及び保険給付が行われるのは、事業主が源泉控除していたと認められる

厚生年金保険料額及び申立人の報酬月額のそれぞれに基づく標準報酬月額の

範囲内であることから、これらの標準報酬月額のいずれか低い方の額を認定

することとなる。 

したがって、申立期間のうち、平成 12年 10 月から 13年６月までの期間及

び同年 10月に係る標準報酬月額については、申立人が保管する給与明細書に

おいて確認できる厚生年金保険料控除額から、12 年 10 月から 13 年６月まで

は 16万円、同年 10月は 15万円とすることが妥当である。 

なお、当該期間に係る厚生年金保険料の事業主による納付義務の履行につ



 

いては、事業主は不明としており、ほかに確認できる関連資料及び周辺事情

が見当たらないことから、明らかでないと判断せざるを得ない。 

また、政府の当該保険料を徴収する権利が時効により消滅する前に、事業

主が申立てどおりの報酬月額に係る届出を社会保険事務所（当時）に対して

行ったか否かについては、これを確認できる関連資料及び周辺事情が見当た

らないことから、行ったとは認められない。 

一方、申立期間のうち、平成９年１月から 12年９月までの期間、13年７月

から同年９月までの期間及び同年 11月から 15年 12月までの期間については、

上記給与明細書により、当該期間に支払いを受けた報酬月額は、オンライン

記録により確認できる標準報酬月額よりも高額であるものの、事業主が源泉

控除していたと認められる厚生年金保険料控除額に見合う標準報酬月額は、

オンライン記録における標準報酬月額と一致していることが確認できること

から、特例法による保険給付の対象に当たらないため、あっせんは行わない。 



 

北海道厚生年金 事案 3668 

 

第１ 委員会の結論 

申立人の、申立期間に係る標準報酬月額については、当該期間のうち平成３

年４月を 47万円に訂正することが必要である。 

なお、事業主が申立人に係る当該期間の上記訂正後の標準報酬月額に基づく

厚生年金保険料（訂正前の標準報酬月額に基づく厚生年金保険料を除く。）を

納付する義務を履行したか否かについては、明らかでないと認められる。 

 

第２ 申立の要旨等 

１ 申立人の氏名等 

    氏    名 ： 女 

    基礎年金番号 ：  

    生 年 月 日 ： 昭和 11年生 

    住    所 ：  

 

２ 申立内容の要旨 

    申 立 期 間 ： 平成元年 10月２日から４年８月 21日まで 

申立期間は、Ａ社にＢ職として勤務しており、当時の給与支給額は約 50

万円であったと記憶している。 

しかし、厚生年金保険の加入記録を確認したところ、Ａ社における標準報

酬月額は、給与支給額よりも低額な記録となっているので、申立期間の標準

報酬月額について、正しい記録に訂正してほしい。 

 

第３ 委員会の判断の理由 

１ 申立人は、申立期間の標準報酬月額の相違について申し立てているが、厚

生年金保険の保険給付及び保険料の納付の特例等に関する法律（以下「特例

法」という。）に基づき、標準報酬月額を改定又は決定し、これに基づき記

録の訂正及び保険給付が行われるのは、事業主が源泉控除していたと認めら

れる厚生年金保険料額及び申立人の報酬月額のそれぞれに基づく標準報酬

月額の範囲内であることから、これらの標準報酬月額のいずれか低い方の額

を認定することとなる。 

  したがって、申立期間のうち、申立人の平成３年４月に係る標準報酬月額

については、Ａ社から提出された給与明細書において確認できる厚生年金保

険料控除額から、47万円とすることが妥当である。 

  なお、当該期間に係る厚生年金保険料の事業主による納付義務の履行につ

いては、事業主は不明としており、ほかに確認できる関連資料及び周辺事情

が見当たらないことから、明らかでないと判断せざるを得ない。 



 

  また、政府の当該保険料を徴収する権利が時効により消滅する前に、事業

主が申立てどおりの報酬月額に係る届出を社会保険事務所（当時）に対して

行ったか否かについては、これを確認できる関連資料及び周辺事情が見当た

らないことから、行ったとは認められない。 

  一方、申立期間のうち、平成３年１月から同年３月までの期間及び同年５

月から４年７月までの期間の標準報酬月額については、上記給与明細書によ

り確認できる報酬月額に見合う標準報酬月額は、オンライン記録により確認

できる標準報酬月額と同額又は高額であるものの、事業主が源泉控除してい

たと認められる厚生年金保険料控除額に見合う標準報酬月額は、オンライン

記録において確認できる標準報酬月額よりも低額又は同額であることから、

特例法による保険給付の対象に当たらないため、あっせんは行わない。 

２ 申立期間のうち、平成元年 10月から２年 12月までの期間について、Ａ社

は、「既に提出している資料のほか、申立人の給与支給額及び厚生年金保険

料控除額を確認できる資料等が無く、当時の状況は不明である。」と回答し

ている上、申立人も当該期間に係る給与明細書等を保管していないことから、

申立人の当該期間における給与支給額及び厚生年金保険料控除の状況につ

いて確認することができない。 

  また、オンライン記録によると、Ａ社における申立人の前任及び後任のＢ

職の標準報酬月額の記録は、前任者が平成２年９月に退職した時の標準報酬

月額は 34万円であるのに対して、申立人の当時の標準報酬月額は 30万円、

及びＢ職に昇格した同年 10月は同 44万円となっている上、申立人が４年８

月に退職した時の標準報酬月額が 47 万円であるのに対して、後任者の当時

の標準報酬月額は 44万円であることが確認でき、申立人の標準報酬月額が、

前任者及び後任者と比較して低額となっているような状況はうかがえない。 

さらに、Ａ社から提出された従事者名簿（平成２年７月 10日現在）、申立

人が保管する同社退職時の職員名簿及びオンライン記録により、平成元年

10 月から５年３月までの期間に同社における厚生年金保険の被保険者資格

を取得している者が 17人（申立人、上記の前任者及び後任者を含む。）確認

でき、これらの者の標準報酬月額の記録を確認したところ、申立人の当該期

間における標準報酬月額は、他の者の記録と比較して高額又は同額であるこ

とが確認できる上、オンライン記録において申立人の標準報酬月額の記録が

遡及して訂正された形跡も確認できない。 

このほか、当該期間において、申立人が主張する標準報酬月額に基づく厚

生年金保険料を事業主により給与から控除されていたことを確認できる関

連資料及び周辺事情は見当たらない。 

これらの事実及びこれまで収集した関連資料等を総合的に判断すると、当

該期間について、申立人がその主張する標準報酬月額に基づく厚生年金保険

料を事業主により給与から控除されていたことを認めることはできない。 



北海道国民年金 事案 1981 

 

第１ 委員会の結論 

   申立人の、昭和 47年３月から同年６月までの期間、同年 11月から 49年３

月までの期間、同年６月から 50 年３月までの期間、53 年４月から 54 年３月

までの期間及び同年７月から 56 年３月までの期間の国民年金保険料について

は、納付していたものと認めることはできない。 

    

第２ 申立の要旨等 

１  申立人の氏名等 

    氏    名 ： 男 

    基礎年金番号 ：  

    生 年 月 日 ： 昭和 27年生 

   住    所 ：  

 

２ 申立内容の要旨 

   申 立 期 間 ： ① 昭和 47年３月から同年６月まで 

② 昭和 47年 11月から 49年３月まで 

③ 昭和 49年６月から 50年３月まで 

④ 昭和 53年４月から 54年３月まで 

⑤ 昭和 54年７月から 56年３月まで 

   私は、今までに公的な支払いを未納にしたことはなく、国民年金保険料の納

付書が届いた時には必ず納付していた。特に国民年金については、親からも、

苦しくてもその保険料を納付するように言われていたことから、その大切さを

認識していた。 

また、以前、社会保険事務所（当時）で自分の国民年金保険料に未納期間が

無いことを確認している。 

  申立期間の国民年金保険料が未納とされていることに納得できない。 

 

第３ 委員会の判断の理由 

   申立人は、申立人の父親が申立人の国民年金の加入手続を行い、申立期間①、

②及び③のうち昭和 49 年６月から同年９月頃までの期間の国民年金保険料を

納付してくれたはずと述べているが、その父親は既に死亡しており、申立人は

これらに直接関与しておらず、国民年金の加入手続及び当該期間の保険料の納

付状況が不明である。 

また、申立人の国民年金手帳記号番号は、その前後の同手帳記号番号の被保

険者状況調査等により、昭和 50年 12月頃に払い出されたものと推認でき、そ

の時点で、申立期間①及び②のうち 47 年 11 月から 48 年９月までの期間の国



民年金保険料は時効により納付できないものであるほか、申立期間②のうち同

年 10月から 49年３月までの期間及び申立期間③の保険料は過年度納付が可能

であるが、申立人は保険料を遡って納付した記憶がないとしている。 

さらに、申立人自身が国民年金保険料を納付していたとする申立期間④、⑤

及びその間の保険料納付済期間について、申立人は、昭和 53 年４月から同年

６月まではＡ町（現在は、Ｂ町）、同年７月から 55 年 12 月まではＣ県Ｄ市、

56 年１月から同年３月までは再びＡ町に住所を定めていたことが戸籍の附票

で確認できるところ、申立人に係るＡ町及びＣ県Ｄ市の国民年金保険料納付記

録は、共に当該期間のうち 54 年４月から同年６月までの期間のみが納付済期

間とされ、申立期間④及び⑤は未納期間とされており、これらの記録はオンラ

イン記録とも一致していることから、行政側の記録管理に不自然な点は見当た

らない。 

加えて、申立人が申立期間の国民年金保険料を納付していたことを示す関連

資料（家計簿、確定申告書等）が無く、申立人が申立期間の保険料を納付して

いたことをうかがわせる周辺事情も見当たらない。 

これら申立内容及びこれまで収集した関連資料、周辺事情を総合的に判断す

ると、申立人が申立期間の国民年金保険料を納付していたものと認めることは

できない。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



北海道国民年金 事案 1982 

 

第１ 委員会の結論 

   申立人の、昭和 60年７月から 61年 11月までの期間及び 63年３月から平成

元年 12 月までの期間の国民年金保険料については、納付していたものと認め

ることはできない。 

    

第２ 申立の要旨等 

１  申立人の氏名等 

    氏    名 ： 男 

    基礎年金番号 ：  

    生 年 月 日 ： 昭和 25年生 

   住    所 ：  

 

２ 申立内容の要旨 

   申 立 期 間 ： ① 昭和 60年７月から 61年 11月まで 

            ② 昭和 63年３月から平成元年 12月まで 

    申立期間①について、私は、会社を退職した昭和 60 年７月頃に、Ａ市Ｂ

区役所で国民年金の加入手続を行った。 

    申立期間②についても同様に、退職直後の昭和 63 年３月頃に、同市同区

役所で国民年金の再加入手続を行った。 

いずれの期間についても、毎月 7,000円から 8,000円の国民年金保険料を

銀行で納付しており、申立期間が未納とされていることに納得できない。 

 

第３ 委員会の判断の理由 

   申立人は、申立期間①及び②について、会社退職後に国民年金の加入手続を

行ったとしているところ、ⅰ）Ａ市において、平成 10 年度以前の被保険者名

簿が存在しないこと、ⅱ）オンライン記録及び申立人が所持する年金手帳にお

いて、基礎年金番号制度が導入された平成９年１月以前に国民年金に加入して

いた者に必ず付番される国民年金手帳記号番号が無いこと、ⅲ）オンライン記

録により、申立期間①及び②に係る国民年金の被保険者資格について、11 年

４月 16 日に追加で記録されていることが確認できることから、申立期間当時

は国民年金の未加入期間であったと考えられ、記録の追加が行われた時点では、

申立期間は、既に時効により国民年金保険料を納付することができない期間で

ある。 

また、オンライン記録、Ａ市の国民年金被保険者名簿及び申立人が所持する

年金手帳で確認できる申立人の国民年金の資格記録は全て一致しており、その

記録に不自然さはうかがえない。 



さらに、申立人が申立期間の国民年金保険料を納付していたことを示す関連

資料（家計簿、確定申告書等）が無く、ほかに申立期間の保険料を納付してい

たことをうかがわせる周辺事情も見当たらない。 

これら申立内容及びこれまで収集した関連資料、周辺事情を総合的に判断す

ると、申立人が申立期間の国民年金保険料を納付していたものと認めることは

できない。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



北海道国民年金 事案 1983 

 

第１ 委員会の結論                              

   申立人の昭和 62年４月から同年 12月までの国民年金保険料については、納

付していたものと認めることはできない。 

    

第２ 申立の要旨等 

１  申立人の氏名等 

    氏    名 ： 女 

    基礎年金番号 ：  

    生 年 月 日 ： 昭和 37年生  

住    所 ：   

 

２ 申立内容の要旨 

    申 立 期 間 ： 昭和 62年４月から同年 12月まで 

    昭和 63 年９月に婚姻した際に、私の夫が、Ａ市内の区役所の窓口で私の

国民年金の加入手続を行ってくれ、保険料の未納期間を確認した上で、申立

期間の国民年金保険料を納付してくれた。 

    申立期間の国民年金保険料が未納とされていることに納得できない。 

 

第３ 委員会の判断の理由 

申立人は、昭和 63 年９月の婚姻と同時に、申立人の夫が、申立人の国民年

金加入手続を行い、申立期間の国民年金保険料を納付してくれたとしているが、

申立人の国民年金手帳記号番号は、その前後の同手帳記号番号の被保険者状況

調査等により、平成２年１月から同年３月頃までの間に払い出されたものと推

認でき、申立人に対し、別の国民年金手帳記号番号が払い出された形跡も見当

たらないことから、これらの事実と申立人の主張とは一致しない。 

また、申立人が所持する年金手帳に記載されている昭和 63 年９月３日付け

の国民年金第３号被保険者資格取得日の欄に、｢２．１．31｣の日付印が確認で

きることから、申立人は、平成２年１月 31 日に国民年金第３号被保険者資格

取得の手続を行い、同時に、以前加入していた厚生年金保険の被保険者資格喪

失日である昭和 62 年４月５日に遡り、国民年金第１号被保険者の資格を取得

したものと推認でき、当該手続を行った時点において、申立期間の保険料は、

既に時効により納付することができなかったものと考えられる。 

さらに、申立人が所持する国民年金保険料の納付書・領収証書により、申立

期間直後の昭和 63 年１月から同年８月までの国民年金保険料の納付書が、平

成２年３月 12日に発行され、その保険料が、同年４月 25日に納付されている

ことが確認できることから、申立人の夫が国民年金の加入手続を行った後に納



付したとしている保険料は、当該期間の保険料であったと考えるのが自然であ

る。 

加えて、申立人が申立期間の国民年金保険料を納付していたことを示す関連

資料（家計簿、確定申告書等）が無く、ほかに申立期間の保険料を納付してい

たことをうかがわせる周辺事情も見当たらない。 

これら申立内容及びこれまで収集した関連資料、周辺事情を総合的に判断す

ると、申立人が申立期間の国民年金保険料を納付していたものと認めることは

できない。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

北海道厚生年金 事案 3669 

 

第１ 委員会の結論 

申立人は、申立期間について、厚生年金保険被保険者として厚生年金保険料

を事業主により給与から控除されていたと認めることはできない。 

 

第２ 申立の要旨等 

１ 申立人の氏名等 

氏    名 ： 男 

基礎年金番号 ：  

生 年 月 日 ： 昭和５年生 

住    所 ：  

 

２ 申立内容の要旨 

申 立 期 間 ： ① 昭和 23年２月 10日から 24年２月 10日まで 

         ② 昭和 28年３月 25日から同年７月１日まで 

③ 昭和 29年 11月 30日から 30年４月１日まで 

申立期間①について、Ａ社には昭和 23年２月 10日から勤務していたが、

厚生年金保険の加入記録が24年２月10日からとなっていることに納得でき

ない。 

また、申立期間②及び③について、昭和 28年３月 25日にＢ社本社から同

社Ｃ営業所に異動となり、30 年３月 31 日まで同営業所に勤務していたが、

厚生年金保険の加入記録が確認できない。 

全ての申立期間について、厚生年金保険の被保険者であったことを認めて

ほしい。 

 

第３ 委員会の判断の理由 

１ 申立期間①について、Ａ社は、事業所記号払出簿によると、昭和 23 年４

月１日に厚生年金保険の適用事業所となっており、申立期間①のうち同年２

月 10 日から同年４月１日までは同保険の適用事業所でなかったことが確認

できる。 

また、当該事業所は、事業所記号払出簿によると、昭和 28 年７月１日に

厚生年金保険の適用事業所に該当しなくなっている上、商業・法人登記簿謄

本によると、49年 10月１日に解散しており、申立期間当時の事業主も既に

死亡していることから、申立人の申立期間①における勤務実態及び厚生年金

保険の適用状況について確認することができない。 

さらに、申立人は、当該事業所に昭和 23年２月 10日から勤務していたと

主張していることから、申立人が氏名を挙げた当時のＤ職に照会したところ、



 

同人は、「申立人は、昭和 24年２月頃から 26年５月頃までＥ作業員として

勤務していた。」と供述しており、申立人の申立ての事実を確認できる関連

資料及び供述を得ることができない。 

加えて、当該事業所に係る健康保険厚生年金保険事業所別被保険者名簿

（以下「被保険者名簿」という。）により、申立期間①及びその前後におい

て当該事業所に係る厚生年金保険の被保険者資格を取得していることが確

認できた 14 人のうち生存及び所在が確認できた３人に照会したところ、唯

一回答が得られた同僚は、「申立人がＡ社に勤務していたことは記憶してい

るが、申立期間①において勤務していたかどうかまでは分からない。」と供

述している。 

２ 申立期間②について、申立人の従事業務に係る具体的な供述及び複数の同

僚の供述から判断すると、Ｂ社Ｃ営業所に勤務していたことは推認できる。 

しかしながら、当該事業所は、事業所記号払出簿によると、昭和 28年７

月１日に厚生年金保険の適用事業所となっており、申立期間②においては同

保険の適用事業所でなかったことが確認できる。 

また、当該事業所は、事業所記号払出簿によると、昭和 30年８月１日に

厚生年金保険の適用事業所に該当しなくなっており、商業・法人登記簿謄本

により確認できるＢ社本店の所在地宛に申立人の勤務状況等を照会したも

のの送達できない上、当時の事業主及び事務担当者二人も既に死亡している

ことから、申立人の申立期間②に係る勤務実態及び厚生年金保険の適用状況

について確認することができない。 

さらに、申立人が名前を挙げた同僚５人のうち生存及び所在が確認でき

た二人に照会し、一人から回答が得られたところ、同人は、「私は昭和 28

年３月頃から同年 12 月頃までＢ社Ｃ営業所においてＦ職として勤務した。

申立人は、申立期間②に同営業所に勤務していたが、申立人の厚生年金保険

の加入時期及び厚生年金保険料の控除については分からない。」と供述して

いる上、同人の当該営業所における被保険者名簿によると、同人は、申立人

と同様、当該事業所が適用事業所となった昭和 28 年７月１日に厚生年金保

険の被保険者資格を取得していることが確認できる。 

加えて、当該事業所の被保険者名簿により、当該事業所が厚生年金保険

の適用事業所となった日に厚生年金保険の被保険者資格を取得しているこ

とが確認できる 17 人のうち生存及び所在が確認できる同僚４人に照会し、

全員から回答を得られたところ、４人のうち１人は「私は昭和 28 年４月頃

から同年 12 月頃までＢ社Ｃ営業所においてＦ職として勤務した。同年７月

頃に厚生年金保険に加入した。加入する以前は厚生年金保険料が控除されて

いなかった。」とし、残りの３人は「厚生年金保険に加入した時期及び厚生

年金保険料控除の状況は分からない。」と供述しており、申立期間②におい

て申立人が厚生年金保険料を控除されていたことをうかがわせる供述を得



 

ることができない。 

３ 申立期間③について、Ｂ社Ｃ営業所は、前記のとおり、昭和 30 年８月１

日に厚生年金保険の適用事業所に該当しなくなっており、同社本店の所在地

宛に申立人の勤務状況等を照会したものの送達できない上、当時の事業主及

び事務担当者二人も既に死亡していることから、申立人の申立期間③に係る

勤務実態及び厚生年金保険の適用状況について確認することができない。 

また、当該事業所に係る被保険者名簿により、申立期間③以降に厚生年

金保険の加入記録がある者は事業主及び事務担当者を含め６人確認できる

ところ、そのうち二人は死亡、残る４人も所在不明であることから、申立人

の申立期間③に係る勤務実態及び厚生年金保険の適用状況等について供述

を得ることができない。 

４ 申立期間①、②及び③について、申立人が厚生年金保険料を事業主により

給与から控除されていた事実を確認できる給与明細書等の資料は無い。 

このほか、全ての申立期間に係る厚生年金保険料の控除について確認でき

る関連資料及び周辺事情は見当たらない。 

これらの事実及びこれまでに収集した関連資料等を総合的に判断すると、

申立人が厚生年金保険被保険者として、全ての申立期間に係る厚生年金保険

料を各事業主により給与から控除されていたことを認めることはできない。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

北海道厚生年金 事案 3670 

 

第１ 委員会の結論 

 申立人は、申立期間に係る脱退手当金を受給していないものと認めることは

できない。 

 

第２ 申立の要旨等 

  １ 申立人の氏名等 

氏 名 ： 女 

基礎年金番号 ：  

生 年 月 日 ： 昭和５年生 

住 所 ：  

 

  ２ 申立内容の要旨 

 申 立 期 間 ：  昭和 21年９月 16日から 23年２月 27日まで 

 厚生年金保険の加入記録を確認したところ、申立期間は脱退手当金を受給

しているため年金額に算入されないとの回答を受けた。 

 しかしながら、申立期間に係る脱退手当金を受給していないので、申立期

間について年金額に算入される厚生年金保険の被保険者として認めてほし

い。 

 

第３ 委員会の判断の理由 

 申立人の厚生年金保険被保険者台帳には脱退手当金が支給されたことを意

味する「脱」の表示が記されているとともに、申立期間の脱退手当金は申立期

間に係る厚生年金保険の被保険者資格を喪失した日から約６か月後の昭和 23

年９月 12 日に支給決定されているなど、一連の事務処理に不自然さはうかが

えない。 

また、申立人の脱退手当金が支給された時期は通算年金制度創設前であり、

申立期間の事業所を退職後、厚生年金保険の加入歴が無い申立人が脱退手当金

を受給することに不自然さはうかがえない。 

 さらに、申立人から聴取しても受給した記憶がないというほかに脱退手当金

を受給していないことをうかがわせる事情は見当たらない。 

これらの理由及びその他の事情など総合的に判断すると、申立人は、申立期

間に係る脱退手当金を受給していないものと認めることはできない。 

 

 

 

 



 

北海道厚生年金 事案 3671 

 

第１ 委員会の結論 

 申立人は、申立期間に係る脱退手当金を受給していないものと認めることは

できない。 

 

第２ 申立の要旨等 

  １ 申立人の氏名等 

    氏 名 ： 女 

    基礎年金番号 ：  

    生 年 月 日 ： 昭和 22年生 

    住 所 ：  

 

  ２ 申立内容の要旨 

 申 立 期 間 ： ① 昭和 40年２月 22日から同年７月 16日まで 

② 昭和 40年７月 19日から 45年 10月 31日まで 

 申立期間①及び②について厚生年金保険の加入期間を確認したところ、両

申立期間については脱退手当金を受給しているため年金額の計算に算入さ

れないとの回答を受けた。 

 しかし、脱退手当金を請求したことも受給したことも無いので、両申立期

間について年金額に算入される厚生年金保険の被保険者期間として認めて

ほしい。 

 

第３ 委員会の判断の理由 

 申立期間①に係るＡ社及び申立期間②に係るＢ社Ｃ工場の健康保険厚生年

金保険被保険者原票には、脱退手当金の支給を意味する「脱」の表示が記され

ているとともに、両申立期間の脱退手当金は、法定支給額と一致している上、

申立期間②に係る厚生年金保険の被保険者資格を喪失した日から約３か月後

の昭和 46年１月 29日に支給決定されているなど、一連の事務処理に不自然さ

はうかがえない。 

 また、申立人から聴取しても受給した記憶がないというほかに脱退手当金を

受給していないことをうかがわせる事情は見当たらない。 

 これらの理由及びその他の事情を総合的に判断すると、申立人は、両申立期

間に係る脱退手当金を受給していないものと認めることはできない。 

 

 

 

 



 

北海道厚生年金 事案 3672 

 

第１ 委員会の結論 

 申立人は、申立期間に係る脱退手当金を受給していないものと認めることは

できない。 

 

第２ 申立の要旨等 

  １ 申立人の氏名等 

    氏 名 ： 女 

    基礎年金番号 ：  

    生 年 月 日 ： 昭和 18年生 

    住 所 ：  

 

  ２ 申立内容の要旨 

 申 立 期 間 ： 昭和 41年４月１日から 44年７月 31日まで 

 日本年金機構から送付された脱退手当金の支給について確認を求めるは

がきを受け取ったところ、申立期間について脱退手当金を支給されたことに

なっている。 

 しかし、脱退手当金を請求したことも受け取ったことも無いので、申立期

間について年金額に算入される厚生年金保険の被保険者期間として認めて

ほしい。 

 

第３ 委員会の判断の理由 

 申立人に係る脱退手当金裁定請求書には、当時、申立人がその母親と一緒に

住んでいたとしている住所が記載されている上、「送金済（昭和 44 年９月 26

日付け）」の日付表示印が押されていることが確認できる。 

 また、申立人に係るＡ社の健康保険厚生年金保険事業所別被保険者名簿には、

脱退手当金の支給を意味する「脱」の表示が記されているとともに、脱退手当

金の支給額に計算上の誤りが無い上、申立期間の脱退手当金は、厚生年金保険

の被保険者資格を喪失した日から約１か月後の昭和44年９月 26日に支給決定

されているなど、一連の事務処理に不自然さはうかがえない。 

 さらに、申立人から聴取しても受給した記憶がないというほかに脱退手当 

金を受給していないことをうかがわせる事情は見当たらない。 

 これらの理由及びその他の事情を総合的に判断すると、申立人は、申立期間

に係る脱退手当金を受給していないものと認めることはできない。 

 

 

 



 

北海道厚生年金 事案 3673 

 

第１ 委員会の結論 

 申立人は、申立期間に係る脱退手当金を受給していないものと認めることは

できない。 

 

第２ 申立の要旨等 

  １ 申立人の氏名等 

    氏 名 ： 女 

    基礎年金番号 ：  

    生 年 月 日 ： 昭和 16年生 

    住 所 ：  

 

  ２ 申立内容の要旨 

 申 立 期 間 ： ① 昭和 40年４月 17日から同年 12月 26日まで 

② 昭和 42年５月 15日から同年９月 10日まで 

③ 昭和 42年 11月１日から同年 12月 30日まで 

④ 昭和 43年１月 10日から同年９月１日まで 

 申立期間①から④までについて、厚生年金保険の加入期間を確認したとこ

ろ、全ての申立期間については、昭和 43 年 11 月 29 日に脱退手当金を受給

しているため、年金額の計算に算入されないとの回答を受けた。 

しかし、申立期間①前に勤務していたＡ社Ｂ支店（現在は、Ｃ社Ｂ支店）

では脱退手当金を請求して、受給した覚えがあるが、申立期間①から④まで

については、脱退手当金を請求したことも受給したことも無いので、全ての

申立期間について年金額に算入される厚生年金保険の被保険者期間として

認めてほしい。 

 

第３ 委員会の判断の理由 

 申立人に係るＤ社（現在は、Ｅ社）の健康保険厚生年金保険被保険者原票に

は、脱退手当金の支給を意味する「脱」の表示が記されているとともに、申立

期間④に係る厚生年金保険の被保険者資格を喪失した日から約２か月後の昭

和 43 年 11月 29 日に支給決定されているなど、一連の事務処理に不自然さは

うかがえない。 

 また、申立人は、「申立期間①以前に勤務したＡ社Ｂ支店に係る厚生年金保

険被保険者期間については、脱退手当金を申立期間①以前に受給した。」と主

張しているものの、オンライン記録上、申立人の脱退手当金は、同社に係る被

保険者期間及び申立期間①から④までの期間を合わせて脱退手当金が計算さ

れている上、申立期間①以前において脱退手当金の支給記録が無いほか、脱退



 

手当金を受給していたことをうかがわせる事情は見当たらない。 

 これらの理由及びその他の事情を総合的に判断すると、申立人は、全ての申

立期間に係る脱退手当金を受給していないものと認めることはできない。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

北海道厚生年金 事案 3674 

 

第１ 委員会の結論 

申立人は、申立期間について、その主張する標準報酬月額に基づく厚生年

金保険料を事業主により給与から控除されていたことを認めることはできな

い。 

 

第２ 申立の要旨等 

１ 申立人の氏名等   

    氏    名 ： 男 

    基礎年金番号 ：  

    生 年 月 日 ： 昭和 19年生  

   住    所 ：   

   

２ 申立内容の要旨 

    申 立 期 間 ： ① 昭和 45年４月１日から同年９月１日まで 

             ② 昭和 48年１月 24日から同年９月１日まで 

             ③ 昭和 51年７月１日から 52年９月１日まで 

             ④ 昭和 54年４月１日から同年９月１日まで 

    厚生年金保険の加入記録を確認したところ、Ａ社における標準報酬月額に

ついて、申立期間①は４万 5,000円、申立期間②は７万 6,000円、申立期間

③は 15万円及び申立期間④は 26万円と記録されている。 

 しかしながら、各申立期間はＡ社内で異動した直後の時期であり、当時は

異動により昇給したにもかかわらず、標準報酬月額が異動前よりも低くなっ

ている。 

 本来の標準報酬月額は、申立期間①が５万 6,000円、申立期間②が 10万

4,000円、申立期間③が 24万円、申立期間④が 32万円であったはずなので、

正しい標準報酬月額に訂正してほしい。 

 

第３ 委員会の判断の理由 

 申立人は、「申立期間①から④までについては、Ａ社内で異動した直後の時

期であり、異動により昇給したにもかかわらず、標準報酬月額が異動前の標準

報酬月額よりも低いことに納得できない。」と主張しているが、Ａ社では、「申

立人の各申立期間に係る厚生年金保険の標準報酬月額の算定資料については、

保存期限が経過したために保管されておらず、申立人の標準報酬月額が異動前

よりも低くなっている理由等は不明である。」と回答している。 

 また、Ａ社は、「当社の昇給は毎年６月 11日に行われ、昇給額は４月に遡っ

て差額を支給している。これに伴い６月から８月までの給与支給総額に基づい



 

て標準報酬月額を算定し、９月に改定の届出を行っていた。」と回答している

ところ、オンライン記録によると、申立人の標準報酬月額については、ⅰ）昭

和 45 年４月１日に４万 5,000 円であったものが同年９月には５万 6,000 円に

改定されていること（申立期間①）、ⅱ）48年１月 24日に７万 6,000円であ

ったものが同年９月には 10万 4,000円に改定されていること（申立期間②）、

ⅲ）51年７月１日に 15万円であったものが 52年９月には 24万円に改定され

ていること（申立期間③）、ⅳ）54年４月１日に 26万円であったものが同年

９月には 32 万円に改定されていること（申立期間④）がそれぞれ確認できる

上、標準報酬月額は固定的賃金に変動があった月から４か月目に改定すること

になっていることから、これらの標準報酬月額の記録の決定は適法であり、正

当と認められるとともに、健康保険厚生年金保険被保険者原票及び健康保険厚

生年金保険事業所別被保険者名簿には標準報酬月額に係る不自然な記録訂正

等の形跡も認められない。 

 さらに、Ａ社は、「各申立期間の標準報酬月額については、Ａ企業年金基金

が保管している『厚生年金基金加入員台帳』に記録されている額を社会保険事

務所（当時）に届出し、この標準報酬月額に基づいて申立人の申立期間に係る

厚生年金保険料が給与から控除されていたものと考える。」と回答している。 

 加えて、申立人は、自身の異動辞令簿を根拠資料として提出しているものの、

当該資料に記載されている金額は本給のみであるため、これに基づいて標準報

酬月額及び厚生年金保険料控除額を算定することは難しい上、ほかに申立てに

係る事実を確認できる関連資料及び周辺事情は見当たらない。 

 これらの事実及びこれまでに収集した関連資料等を総合的に判断すると、全

ての申立期間について、申立人がその主張する標準報酬月額に基づく厚生年金

保険料を事業主により給与から控除されていたことを認めることはできない。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

北海道厚生年金 事案 3675 

 

第１ 委員会の結論 

 申立人は、申立期間について、その主張する標準報酬月額に基づく厚生年金

保険料を事業主により給与から控除されていたことを認めることはできない。 

 

第２ 申立の要旨等 

  １ 申立人の氏名等 

    氏    名 ： 女 

    基礎年金番号 ：  

    生 年 月 日 ： 昭和８年生 

    住    所 ：  

 

２ 申立内容の要旨 

 申 立 期 間 ： 昭和54年５月７日から55年２月21日まで 

Ａ社に勤務した申立期間の標準報酬月額が、預金口座の取引明細書で確認

できる給与の振込額よりも低く記録されているので訂正してほしい。 

 

第３ 委員会の判断の理由 

申立人は、「Ａ社に勤務していた申立期間当時の年金記録の標準報酬月額が、

給与支給額よりも低額となっているので、年金記録の標準報酬月額を訂正して

ほしい。」と主張しているところ、申立人が提出した申立期間に係る申立人名

義の預金口座の取引明細書の写しによると、昭和 54年６月以降、毎月 28日前

後に振り込まれていた金額が12万円から69万円の推移であったことが確認で

きるものの、各月の給与総支給額及び厚生年金保険料の控除額は確認できない。 

また、オンライン記録によると、Ａ社は平成 18年 10月 24日に厚生年金保

険の適用事業所でなくなっており、当時の事業主に照会したが回答を得ること

ができない上、商業・法人登記簿謄本によると、同年同月＊日付けで破産手続

を開始していることから、同社の破産管財人に照会したところ、「申立人の給

与実態等について確認できる資料を保管していない。」と回答しており、申立

人の給与の実態等について確認することができない。 

さらに、申立人及び複数の同僚の供述によると、申立人は、当該事業所にＢ

職として勤務し、その給与として基本給と勤務成績により変動する歩合給を支

給されていたものと認められるところ、当時の当該事業所の社会保険事務担当

者は、「入社時は、固定給と交通費を合計した額で標準報酬月額を決定してい

た。Ｂ職の歩合給については変動給であるため随時改定は行わず、年に１度、

定時決定の際に歩合給も含めて届け出ていた。申立人は、固定給が上がったこ

とはなく、入社時の標準報酬月額のまま退職したと思われる。」と供述してい



 

る。 

加えて、申立人及び申立人が名前を挙げた同僚が、同日又はほぼ同時期に入

社したＢ職の社員であったとする同僚（申立人及び短期間で退職した１人を除

く。）３人のうち２人は、昭和 54年 10月の定時決定において、標準報酬月額

が厚生年金保険被保険者資格取得時と同額である上、当該３人の 55年 10月の

定時決定における標準報酬月額は、ほぼ倍額又は倍額以上に変動しており、こ

れは上記社会保険事務担当者の供述と符合する。 

このほか、申立人の主張する標準報酬月額に基づく厚生年金保険料の給与か

らの控除について確認できる関連資料及び周辺事情は見当たらない。 

これらの事実及びこれまでに収集した関連資料等を総合的に判断すると、申

立期間について、申立人がその主張する標準報酬月額に基づく厚生年金保険料

を事業主により給与から控除されていたことを認めることはできない。 



 

北海道厚生年金 事案 3676 

 

第１ 委員会の結論 

申立人は、申立期間について、厚生年金保険被保険者として厚生年金保険料

を事業主により給与から控除されていたと認めることはできない。 

 

第２ 申立の要旨等 

  １ 申立人の氏名等 

    氏    名 ： 男 

    基礎年金番号 ：  

    生 年 月 日 ： 昭和７年生 

住    所 ：  

 

    ２ 申立内容の要旨 

    申 立 期 間 ： ① 昭和 58年９月頃から 60年７月頃まで 

             ② 昭和 60年８月頃から 61年 12月頃まで 

             ③ 昭和 62年１月頃から同年７月頃まで 

             ④ 昭和 63年７月頃から平成元年９月１日まで 

             ⑤ 平成元年９月頃から３年 12月頃まで 

             ⑥ 平成４年４月頃から同年 12月頃まで 

             ⑦ 平成５年４月頃から７年１月１日まで 

    申立期間①、③及び⑦については、Ａ社、申立期間②はＢ社、申立期間④

はＣ社、申立期間⑤はＤ社、申立期間⑥はＥ社にそれぞれ勤務していたが、

厚生年金保険の加入記録が確認できない。給与から厚生年金保険料が控除さ

れていたことを確認できる資料は無いが、各申立期間について厚生年金保険

の被保険者であったことを認めてほしい。 

 

第３ 委員会の判断の理由 

１ 申立期間①、③及び⑦については、雇用保険の被保険者記録によると、申

立人は、申立期間⑦のうち平成５年５月 17日から同年８月 13日までの期間

及び６年６月１日から同年 12月 28日までの期間において、Ａ社に勤務して

いたことは確認できるが、申立期間①及び③の期間については、同保険の被

保険者記録が無い。 

  また、オンライン記録によると、Ａ社が厚生年金保険の適用事業所となっ

たのは、平成３年２月１日であることから、申立期間①及び③の期間につい

ては、厚生年金保険の適用事業所に該当していなかったことが確認できる上、

同社は９年12月27日に厚生年金保険の適用事業所に該当しなくなっており、

当時の事業主も所在不明であることから、申立期間①、③及び⑦における申



 

立人の申立てに係る事実について確認できない。 

さらに、申立期間①及び③について、申立人は、一緒に勤務していた同僚

の姓しか記憶していないため、当該同僚を特定することができないことから、

申立人の申立期間①及び③における勤務状況及び厚生年金保険料の控除に

ついて供述を得ることができない。 

  加えて、申立人が申立期間⑦において、一緒に勤務していたとして名前を

挙げた同僚３人のうち１人は、申立期間⑦より後の期間に当該事業所におけ

る厚生年金保険の加入記録が確認できるものの、同人は所在不明であること

から、申立人の申立てに係る事実を確認できる供述を得ることができず、残

りの二人は、当該事業所における厚生年金保険の加入記録は確認できない上、

このうち所在が確認できた一人に照会したところ、「申立人と一緒にＡ社で

働いたことは間違いないが、時期及び期間は分からない。同社では、厚生年

金保険には加入しておらず、給与から同保険料が引かれることもなかった。」

と回答している。 

  その上、オンライン記録により、当該事業所における厚生年金保険の加入

記録が確認できる者のうち、所在が確認できた 14 人に照会したところ、５

人から回答が得られたものの、申立人が申立期間⑦において、厚生年金保険

料が控除されていたことをうかがわせる供述を得ることができない。 

このほか、申立人の申立期間①、③及び⑦に係る申立ての事実を確認でき

る関連資料及び周辺事情は見当たらない。 

２ 申立期間②について、申立人の詳細な記憶から判断すると、時期及び期間

の特定はできないものの、申立人がＢ社（申立期間②当時はＦ社）に勤務し

ていたことは推認できるが、同社は、オンライン記録により厚生年金保険の

適用事業所であった記録が確認できない。 

また、商業・法人登記簿謄本により、当該事業所の代表取締役であったこ

とが確認できた者に照会したところ、「Ｂ社を設立する前はＦ社を経営して

いたが、当社は厚生年金保険に加入していなかったので、従業員の給与から

厚生年金保険料を控除していない。」と回答している。 

さらに、申立人は当該事業所で一緒に勤務した同僚の姓しか記憶していな

いため、当該同僚を特定することができないことから、申立人の申立期間②

における勤務状況及び厚生年金保険料控除について確認できる供述を得る

ことができない。 

加えて、雇用保険の被保険者記録において、当該事業所における申立人の

記録は存在しない上、申立期間②のうち一部の期間について、他の事業所に

おける被保険者記録が確認できる。 

このほか、申立人の申立期間②に係る申立ての事実を確認できる関連資料

及び周辺事情は見当たらない。 

３ 申立期間④について、商業・法人登記簿謄本により、Ｃ社の代表取締役で



 

あったことが確認できる者の供述から判断すると、時期及び期間の特定はで

きないものの、申立人が同社に勤務していたことは推認できる。 

しかしながら、当該事業所は、オンライン記録により厚生年金保険の適用

事業所であった記録が確認できない上、上記の代表取締役は、「Ｃ社は厚生

年金保険に加入していなかった。Ｇ県から来た者が何名か勤務していたが、

名前を記憶していない。」と回答している。 

また、商業・法人登記簿謄本により、取締役であったことが確認できる者

に照会したところ、「私は昭和 61年か 62年に１年間ぐらい正社員として勤

務したが、厚生年金保険には加入しなかった。」と述べており、オンライン

記録によると、当該事業所に勤務したと記憶する期間について、厚生年金保

険の加入記録が無いことが確認できる。 

さらに、申立人は当該事業所で一緒に勤務した同僚の姓しか記憶していな

いため、当該同僚を特定することができないことから、申立人の申立期間④

における勤務状況及び厚生年金保険料控除について確認できる供述を得る

ことができない。 

加えて、雇用保険の被保険者記録において、当該事業所における申立人の

記録は存在しない。 

このほか、申立人の申立期間④に係る申立ての事実を確認できる関連資料

及び周辺事情は見当たらない。 

４ 申立期間⑤について、雇用保険の被保険者記録によると、申立人は、申立

期間⑤のうち平成２年１月13日から同年６月25日までの期間及び同年９月

14日から３年５月 25日までの期間において、Ｄ社に勤務していたことは確

認できる。 

しかしながら、オンライン記録によると、当該事業所が厚生年金保険の適

用事業所となったのは、平成２年 10 月１日であることが確認できることか

ら、申立期間⑤のうち一部の期間については厚生年金保険の適用事業所に該

当していなかったことが確認できる。 

また、当時の事業主は、「雇用保険については勤務していた者全員を加入

させたが、厚生年金保険は正社員のみ加入させた。」と述べているところ、

申立人が当該事業所において一緒に勤務したとする同僚のうち一人は、申立

人と同様に申立期間⑤のうち一部の期間について雇用保険の加入記録が確

認できるものの、厚生年金保険の加入記録は確認できない。 

さらに、申立期間⑤当時、当該事業所において厚生年金保険の被保険者で

あったことが確認でき、生存及び所在が確認できた３人に照会したところ、

回答が得られた一人は、「Ｄ社には社員が３人から５人ぐらいおり、他に季

節雇用者が 30人ほど勤務していた。」と述べており、オンライン記録による

と、当該事業所が厚生年金保険の適用事業所となった日に同被保険者資格を

取得した者は４人であることが確認できることから、当該事業所では、勤務



 

する全ての従業員を一律に厚生年金保険に加入させていなかったと考えら

れる。 

このほか、申立人の申立期間⑤に係る申立ての事実を確認できる関連資料

及び周辺事情は見当たらない。 

５ 申立期間⑥について、申立人の詳細な記憶から判断すると、時期及び期間

の特定はできないものの、申立人がＥ職に勤務していたことは推認できる。 

しかしながら、Ｅ職は、オンライン記録において厚生年金保険の適用事業

所であった記録が確認できない上、申立期間⑥当時、申立人が、同社が所在

していたと記憶する住所に商業登記は確認できない。 

また、申立人が当該事業所で一緒に勤務したと記憶する者のうち一人は、

申立期間⑥について、厚生年金保険の加入記録は確認できない。 

さらに、上記の者のほか、申立人は当該事業所で一緒に勤務した同僚の姓

しか記憶していないため、当該同僚を特定することができないことから、申

立人の申立期間⑥における勤務状況及び厚生年金保険料の控除について供

述を得ることができない。 

加えて、雇用保険の被保険者記録において、当該事業所における申立人の

記録は存在しない上、申立期間⑥のうち一部の期間について、他の事業所に

おける被保険者記録が確認できる。 

このほか、申立人の申立期間⑥に係る申立ての事実を確認できる関連資料

及び周辺事情は見当たらない。 

６ 全ての申立期間について、申立人が厚生年金保険料を各事業主により給与

から控除されていた事実を確認できる給与明細書等の資料は無い。 

これらの事実及びこれまでに収集した関連資料等を総合的に判断すると、

申立人が厚生年金保険被保険者として、全ての申立期間に係る厚生年金保険

料を各事業主により給与から控除されていたことを認めることはできない。 



 

北海道厚生年金 事案 3677 

 

第１ 委員会の結論 

申立人は、申立期間について、厚生年金保険被保険者として厚生年金保険料

を事業主により給与から控除されていたと認めることはできない。 

 

第２ 申立の要旨等 

  １ 申立人の氏名等 

    氏    名 ： 男 

    基礎年金番号 ：  

    生 年 月 日 ： 昭和 36年生 

    住    所 ：  

 

２ 申立内容の要旨 

 申 立 期 間 ： 平成８年３月31日から同年４月１日まで 

Ａ社（現在は、Ｂ社）Ｃ事業所に勤務した期間のうち、申立期間の厚生年

金保険の加入記録が無い。同事業所には、平成８年３月 31 日まで勤務して

おり、社会保険事務所（当時）又は同事業所の手続の誤りと考えられるので、

申立期間について厚生年金保険の被保険者期間として認めてほしい。 

 

第３ 委員会の判断の理由 

   申立人は、平成８年３月 31 日までＡ社Ｃ事業所に勤務していたと申し立て

ているが、同事業所から提出された申立人の人事記録では、７年 12月１日に、

Ｄ職（非常勤職員）として採用され、８年３月 30日限りで退職したことが確

認できる。 

また、Ａ社Ｃ事業所が保管する健康保険厚生年金保険被保険者資格喪失確認

通知書によると、申立人の同被保険者資格喪失日は平成８年３月 31 日（備考

欄には同年３月 30 日退職の記載）と確認できる上、当該資格喪失日はオンラ

イン記録と一致している。 

さらに、申立人が名前を挙げた同僚二人を含め平成７年 12 月にＡ社Ｃ事業

所で厚生年金保険被保険者資格を取得し、８年３月 31 日に同保険の被保険者

資格を喪失している７人のうち１人は、「私も、退職日についてＡ社Ｄ事業所

のＥ課に問い合わせたが、当時の取り決めであると説明された。」と供述して

いることから判断すると、同事業所において、非常勤職員に関する取扱いに基

づき、退職日は３月 30日としていたものと認められる。 

このほか、申立人の申立期間に係る厚生年金保険料の控除を確認できる関連

資料及び周辺事情は見当たらない。 

これらの事実及びこれまでに収集した関連資料等を総合的に判断すると、申



 

立人が厚生年金保険被保険者として、申立期間に係る厚生年金保険料を事業主

により給与から控除されていたことを認めることはできない。 

 



 

北海道厚生年金 事案 3678 

 

第１ 委員会の結論 

 申立人は、申立期間について、厚生年金保険被保険者として厚生年金保険料

を事業主により給与から控除されていたと認めることはできない。 

 

第２ 申立の要旨等 

  １ 申立人の氏名等 

    氏    名 ： 男 

    基礎年金番号 ：  

    生 年 月 日 ： 昭和５年生 

    住    所 ：  

 

  ２ 申立内容の要旨 

    申 立 期 間 ： ① 昭和 31年１月 25日から同年３月７日まで 

             ② 昭和 32年 12月 26日から 33年３月７日まで 

Ａ社にＢ職として昭和 27年８月 11日から 33年 12月 31日まで継続して

勤務していたが、申立期間①及び②の厚生年金保険の加入記録が無い。両申

立期間について、厚生年金保険料控除の事実を確認できる資料等は無いが、

厚生年金保険の被保険者として認めてほしい。 

 

第３ 委員会の判断の理由 

   申立期間①及び②について、申立人が所持するＡ社Ｃ営業所勤務者のＯＢ会

名簿には、申立人の氏名と「入社昭和 27年４月及び退社 33年 11月」と記載

されているが、Ａ社が保管する申立人に係る辞令簿によると、申立人は、昭

和 31年１月 10日に解職、同年３月７日に採用及び 32年 12月 25日に解職と

なっており、これらの日付は、同社における申立人に係る健康保険厚生年金

保険事業所別被保険者名簿の資格の取得及び喪失年月日の記録とほぼ一致し

ていることが確認できる上、同社に照会したところ、「当時、冬期間で事業が

実施できなかった時期はＢ職などを解雇していたようだ。」と回答している。 

また、申立人が名前を挙げた４人の同僚のうち生存及び所在が特定できた二

人に照会したところ、二人から回答が得られたものの、いずれの者からも申立

人の申立内容に関する具体的な供述を得ることができなかった。 

さらに、オンライン記録により、申立人の申立期間①及び②を含む期間にＡ

社において厚生年金保険の加入記録が確認できる 13 人に照会したところ、11

人から回答が得られ、そのうち申立人と同様にＢ職であった７人のうち６人は、

「冬期間は事業が実施できなくなり、この間は失業していた。」と述べている

上、Ｂ職であったとする当該６人のうち３人及びＤ職であったとする二人の合

計５人は、「冬期間は、解雇され失業保険を受給していた。」と供述しているこ

とから判断すると、当該事業所は申立期間①及び②当時、事業の実施状況に合



 

わせ冬期間は一旦解雇し、その後再雇用する取扱いであったものと考えられる。 

加えて、申立人の厚生年金保険被保険者台帳には、申立期間①及び②におけ

る被保険者記録は無い。 

   その上、申立人が申立期間①及び②において厚生年金保険料を事業主により

給与から控除されていた事実を確認できる給与明細書等の資料は無く、申立

人も同保険料が控除されていたことに関する具体的な記憶はない。 

   このほか、申立てに係る事実を確認できる関連資料及び周辺事情は見当たら

ない。 

   これらの事実及びこれまで収集した関連資料等を総合的に判断すると、申立

人が厚生年金保険被保険者として、両申立期間に係る厚生年金保険料を事業

主により給与から控除されていたことを認めることはできない。 

    



 

北海道厚生年金 事案 3679 

 

第１ 委員会の結論 

申立人は、申立期間について、厚生年金保険被保険者として厚生年金保険料

を事業主により給与から控除されていたと認めることはできない。 

 

第２ 申立の要旨等 

１ 申立人の氏名等 

    氏    名 ： 女 

    基礎年金番号 ：  

    生 年 月 日 ： 昭和 23年生 

    住    所 ：  

             

２ 申立内容の要旨 

    申 立 期 間 ： 昭和 42年５月下旬から 43年７月１日まで 

 申立期間は、Ａ社でＢ職等の業務に従事した。 

 当該事業所における厚生年金保険の加入状況について確認したところ、申

立期間の加入記録が無かった。 

 年金記録を訂正してほしい。 

 

第３ 委員会の判断の理由 

   申立人が保管する申立期間中にＡ社において撮影したとされる写真及び複

数の同僚の供述から判断すると、入社日の特定はできないものの、申立人が申

立期間において、同社に勤務していたことは推認できる。 

   しかしながら、オンライン記録によると、当該事業所は、昭和 60 年４月１

日に厚生年金保険の適用事業所でなくなっている上、当時の事業主は既に死亡

しているほか、当該事業所の経理担当者であったとする事業主の妻は、「高齢

のため、当時のことは何も覚えていない。」と回答していることから、申立人

の申立期間における勤務実態及び厚生年金保険の適用状況について確認でき

ない。 

   また、当該事業所に係る健康保険厚生年金保険被保険者原票（以下「被保険

者原票」という。）において、厚生年金保険被保険者資格(以下「被保険者資格」

という。)が確認できる同僚 13人について、自身が記憶する勤務開始時期と被

保険者資格取得時期の関係をみると、一律ではなく同僚ごとに異なっているこ

とが確認できる上、このうち７人については入社してから１か月から 13 か月

後に被保険者資格を取得していることが確認できる。 

   さらに、複数の同僚は、「Ａ社では、採用当初の期間は、厚生年金保険に加

入させない取扱いであった。」と回答している。 



 

   加えて、申立人が名前を挙げた同僚は、「社長に健康保険に加入させてくれ

るよう頼んだが、親の国民健康保険を利用するよう言われた。このため、同社

では、健康保険及び厚生年金保険に加入しておらず、給与から厚生年金保険料

を控除されていなかった。」と回答している上、被保険者原票によると、この

同僚は、当該事業所における被保険者資格の取得が確認できない。 

   このほか、申立人の申立期間における厚生年金保険料の控除について確認で

きる関連資料及び周辺事情は見当たらない。 

   これらの事実及びこれまで収集した関連資料等を総合的に判断すると、申立

人が厚生年金保険被保険者として、申立期間に係る厚生年金保険料を事業主に

より給与から控除されていたことを認めることはできない。 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

北海道厚生年金 事案 3680 

 

第１ 委員会の結論 

 申立人は、申立期間について、その主張する標準報酬月額に基づく厚生年金

保険料を事業主により給与から控除されていたことを認めることはできない。 

 

第２ 申立の要旨等 

  １ 申立人の氏名等 

    氏    名 ： 男 

    基礎年金番号 ：  

    生 年 月 日 ： 昭和８年生 

    住    所 ：  

 

  ２ 申立内容の要旨 

申 立 期 間 ： 昭和 34年 10月１日から 37年 10月１日まで 

昭和 33 年 10 月１日から 39 年１月９日までＡ社に勤務し、Ｂ業務に従事

していた。 

当該事業所における標準報酬月額を確認したところ、申立期間の標準報酬

月額が前後の期間に比べ低額となっていた。 

年金記録を訂正してほしい。 

 

第３ 委員会の判断の理由 

   申立人は、「申立期間中に結婚し、結婚により手当が支給されるようになっ

た上、毎年、定期昇給により給与が上がっていたにもかかわらず、年金記録

では、申立期間の標準報酬月額が、その前後の期間に比べ減額となっている

のは、不自然である。」と主張している。 

しかしながら、Ａ社は、オンライン記録によると、昭和 40 年２月１日に厚

生年金保険の適用事業所でなくなっている上、商業・法人登記簿謄本による

と、49年 10月１日に解散していることから、申立人の申立期間における標準

報酬月額について確認することができない。 

また、当時の事業主は既に死亡している上、申立人が経理担当者であったと

して名前を挙げた同僚に照会したものの、同人から回答が得られないことか

ら、申立人の標準報酬月額について供述を得ることができない。 

さらに、当該事業所に係る健康保険厚生年金保険被保険者名簿において、申

立期間に厚生年金保険被保険者資格が確認できる同僚８人に照会し、４人か

ら回答を得られたところ、このうち当時の報酬月額を覚えていないとする一

人を除いた３人は、いずれも「当時の報酬月額と年金記録が一致する。」と回

答している。 



 

加えて、当該事業所に係る健康保険厚生年金保険被保険者名簿によると、申

立人の標準報酬月額は、厚生年金保険被保険者資格取得時（昭和 33 年 10 月

１日）の１万 6,000 円が、翌年の昭和 34 年 10 月１日の定時決定において１

万 4,000円に引き下げられていることが確認できるところ、当該定時決定は、

同年５月、同年６月及び同年７月の３か月間に受けた報酬の額をその月数で

除して得た平均額を基礎として行われることとされており、申立人は、「毎年、

春頃は残業手当が無かった。」と供述していることから、当該定時決定による

標準報酬月額の引き下げは、不自然であると認められない上、申立人の標準

報酬月額が遡及して訂正された形跡も無い。 

このほか、申立てに係る事実を確認できる関連資料及び周辺事情は見当たら

ない。 

これらの事実及びこれまでに収集した関連資料等を総合的に判断すると、申

立期間について、申立人がその主張する標準報酬月額に基づく厚生年金保険

料を事業主により給与から控除されていたことを認めることはできない。 

 



 

北海道厚生年金 事案 3681 

 

第１ 委員会の結論 

申立人は、申立期間について、厚生年金保険被保険者として厚生年金保険料

を事業主により給与から控除されていたと認めることはできない。 

     

第２ 申立の要旨等 

  １ 申立人の氏名等 

氏    名  ： 男 

基礎年金番号 ：  

生 年 月 日  ： 昭和８年生 

住    所  ：   

         

    ２ 申立内容の要旨 

申 立 期 間 ： 昭和 53年４月 13日から 57年 11月 21日まで 

厚生年金保険の加入記録を照会したところ、申立期間の加入記録が無い

旨の回答をもらったが、昭和 42 年にＡ社（現在は、Ｂ社）に入社した後、

平成５年８月に退職するまで継続して正社員のＣ職として勤務していた。 

厚生年金保険料が給与から控除されていたことを確認できる給与明細書

等は無いが、申立期間について、厚生年金保険の被保険者であったことを

認めてほしい。 

 

第３ 委員会の判断の理由 

申立人の従事業務に関する具体的な供述及び複数の同僚の供述から判断す

ると、申立人は、申立期間において、Ｂ社に継続して勤務していたことは認め

られる。 

しかしながら、Ｂ社では、「関係資料が無く、当時の状況は不明である。」と

回答していることから、申立人の申立期間における厚生年金保険の適用及び厚

生年金保険料控除の状況について確認することができない。 

また、雇用保険の被保険者記録により、申立人は、申立期間における加入記

録が無いことが確認でき、当該記録は、申立人のＢ社に係る健康保険厚生年金

保険被保険者原票及びオンライン記録と符合している。 

さらに、Ｂ社は、「正社員は、雇用保険、健康保険及び厚生年金保険に加入

させているが、Ｄ職については、申立期間当時の資料は無いものの、現在と同

様、当該保険には加入させていなかったのではないか。」と回答しているとこ

ろ、申立人が申立期間当時の同僚として名前を挙げた者 11 人のうち、生存及

び所在が確認できた３人に照会し、回答が得られた３人全員が、「Ｂ社では、

Ｄ職を厚生年金保険には加入させていなかった。」と供述している。 



 

加えて、上記の回答が得られた同僚３人のうち１人は、「私は、申立期間当

時、Ｅ業務を担当しており、昭和 55 年４月に関連会社へ異動した時には、申

立人はＤ職として勤務していた。」と具体的に供述しているとともに、他の一

人は、「申立人は、会社に継続して勤務していたものの、正社員からＤ職へ身

分を変えて勤務していた時期があり、その後、再度、正社員となった記憶があ

る。」と供述している上、もう一人からは、申立人の申立期間に係る厚生年金

保険の適用及び厚生年金保険料控除の状況をうかがわせる具体的な供述は得

られなかった。 

その上、オンライン記録により、申立人が、Ｂ社における厚生年金保険の被

保険者資格を再取得した昭和 57年 11月 21 日と同日に同資格を取得している

ことが確認できた者４人に照会し、全員から回答が得られたところ、このうち

一人は、「私は、Ｂ社に正社員として採用されるまでの約１年間、同社のＤ職

として勤務していたが、この間は、厚生年金保険には加入していなかった。」

と供述しており、他の３人からは、申立人の申立期間における厚生年金保険の

適用及び厚生年金保険料控除をうかがわせる供述は得られず、申立人も厚生年

金保険料が給与から控除されていた具体的な記憶がない。 

このほか、申立人の申立期間における厚生年金保険料の控除について確認で

きる関連資料及び周辺事情は見当たらない。 

これらの事実及びこれまで収集した関連資料等を総合的に判断すると、申立

人が厚生年金保険被保険者として、申立期間に係る厚生年金保険料を事業主に

より給与から控除されていたことを認めることはできない。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

北海道厚生年金 事案 3682 

 

第１ 委員会の結論 

   申立人の申立期間における厚生年金保険の標準報酬月額に係る記録の訂正

を認めることはできない。 

 

第２ 申立の要旨等 

１ 申立人の氏名等 

氏    名 ： 男 

基礎年金番号 ：  

生 年 月 日 ： 昭和 29年生 

住 所 ：   

         

  ２ 申立内容の要旨 

    申 立 期 間 ： 平成 13年６月１日から 19年５月１日まで 

    Ａ社に代表取締役として勤務し、平成 13 年６月から同年 12 月までは 62

万円、14年１月から 19年４月までは 51万円の給与の支払いを受けていた。 

    しかし、厚生年金保険の加入記録によると、申立期間の標準報酬月額は９

万 8,000円と記録されているので、申立期間の標準報酬月額について、正し

い記録に訂正してほしい。 

 

第３ 委員会の判断の理由 

１ 申立期間のうち、平成 13年６月１日から 15年７月７日までの期間につい

て、オンライン記録によると、申立人のＡ社における標準報酬月額は、当初、

13年６月から同年９月までの期間は 62万円、同年 10月から 15年６月まで

の期間は 50 万円と記録されていたが、同年７月７日に 13 年 10 月及び 14

年 10 月の定時決定の記録を取り消し、当該期間における標準報酬月額を９

万 8,000 円に引き下げる旨の訂正処理を遡及して行っていることが確認で

きる。 

しかしながら、商業・法人登記簿謄本により、申立人は、申立期間におい

てＡ社の代表取締役に就任していることが確認でき、年金事務所が保管する

平成 13年６月の健康保険厚生年金保険被保険者報酬月額変更届、13年度及

び 14 年度の同算定基礎届において、申立人が代表取締役として記名された

会社ゴム印及び代表取締役印の押印が確認できるとともに、社会保険事務所

（当時）が当該各届出書を 15 年７月１日に受理していることが確認できる

上、申立人は、「当時、会社が納付すべき厚生年金保険料を滞納しており、

社会保険事務所から何度も納付指導を受け、納入計画書も作成・提出した。

また、事務担当者が、保険料を納付できないのであれば、社長の給料を引き



 

下げて届出をするよう社会保険事務所から言われたことも聞いていた。」と

供述している。 

  また、Ａ社の当時の事務担当者は、「申立人は社長であり、社会保険事務

所に対する厚生年金保険料滞納の事情説明にも何度か同行していたことか

ら、当然、会社の厚生年金保険料の滞納状況を承知していた。申立人の標準

報酬月額の訂正の届出は私が行ったが、社長には、この旨報告している。」

と申立人の供述と符合する供述をしていることから、申立人は、当時、同社

が当該期間に係る厚生年金保険料の納付義務を履行できないため、自らの標

準報酬月額について減額訂正処理したことを承知しており、当該訂正の届出

事務にも関与していたものと認められる。 

  これらの事情を総合的に判断すると、社会保険事務を含めた会社の業務全

てに責任を負うべき代表取締役である申立人が、自身の記録訂正処理に関与

しながら、自らの標準報酬月額に係る記録の訂正処理が有効なものではない

と主張することは信義則上許されず、申立人の厚生年金保険の標準報酬月額

が減額訂正処理された当該期間に係る記録の訂正を認めることはできない。 

２ 申立期間のうち、平成 15年７月７日から 19年５月１日までの期間につい

て、Ｂ市から提出された平成 16年度分（平成 15年分）から 20年度分（平

成 19年分）までの市・県民税課非台帳により、申立人は、15年７月１日か

ら 18年１月１日までの期間において、その主張する月額 51万円の給与収入

を得ていたことが確認できるものの、当該給与から控除されていた厚生年金

保険料控除額は、９万 8,000円の標準報酬月額に基づく保険料額に相当する

ことが確認でき、当該標準報酬月額は、オンライン記録と一致する。 

また、上記の市・県民税課非台帳により、平成 18年１月１日から 19年１

月１日までの期間は、無収入非課税で、厚生年金保険料も控除されていない

ことが確認できるとともに、同年１月１日から同年５月１日までの期間につ

いては、給与収入があることは確認できるものの、当該給与から厚生年金保

険料が控除されていないことが確認できる。 

一方、厚生年金保険の保険給付及び保険料の納付の特例等に関する法律

（以下「特例法」という。）に基づき、標準報酬月額を改定又は決定し、こ

れに基づき記録の訂正及び保険給付が行われるのは、事業主が源泉控除して

いたと認められる厚生年金保険料額及び申立人の報酬月額のそれぞれに基

づく標準報酬月額の範囲内であることから、これらの標準報酬月額のいずれ

か低い方の額を認定することとなる。 

したがって、上記の市・県民税課非台帳から、申立人に係る当該期間の厚

生年金保険料控除額に基づく標準報酬月額は、オンライン記録と同額又は保

険料が控除されていないことが確認できることから、特例法による保険給付

の対象に当たらないため、あっせんは行わない。 



 

北海道厚生年金 事案 3683 

 

第１ 委員会の結論 

申立人は、申立期間について、厚生年金保険被保険者として厚生年金保険料

を事業主により給与から控除されていたと認めることはできない。 

 

第２ 申立の要旨等 

１ 申立人の氏名等 

    氏    名 ： 男 

    基礎年金番号 ：  

    生 年 月 日 ： 昭和 21年生 

    住    所 ：  

 

２ 申立内容の要旨 

    申 立 期 間 ： 昭和 49年４月から 50年 10月まで 

申立期間はＡ社に勤務していたが、厚生年金保険の加入記録を照会したと

ころ、同社における加入記録が無い一方、国民年金に加入し、国民年金保険

料を納付した記録となっているとの回答をもらった。 

しかし、私が保管する当時の給料支払明細書において、厚生年金保険料が

給与から控除されていることを確認できるので、申立期間について、厚生年

金保険の被保険者として認めてほしい。 

 

第３ 委員会の判断の理由 

申立人が保管する給料支払明細書及び同僚の供述から、申立人は、申立期間

において、Ａ社に勤務していたことは認められる。 

しかしながら、事業所名簿及びオンライン記録により、Ａ社は、昭和 55年

10月２日に厚生年金保険の適用事業所に該当しており、申立期間当時は適用

事業所でないことが確認できる。 

また、Ａ社は、平成８年３月 29日に厚生年金保険の適用事業所に該当しな

くなっている上、商業・法人登記簿謄本により、同社は同年８月 31日に解散

していることが確認できるとともに、申立期間当時の事業主も既に死亡してい

ることから、申立人の申立期間における厚生年金保険の適用及び厚生年金保険

料控除の状況を確認できる関連資料や供述を得ることができない。 

さらに、上記の給料支払明細書により、申立人は、Ａ社から支払いを受けた

給与から厚生年金保険料として保険料が控除されていることが確認できるも

のの、当該保険料控除額は、申立人の給与支給額に見合う厚生年金保険料額と

一致していない一方、当時の国民年金保険料額の２分の１に相当する額である

ことが確認できるとともに、オンライン記録により、申立人は、申立期間にお



 

いて国民年金被保険者として国民年金保険料を納付していることが確認でき

る。 

加えて、申立人が申立期間当時の同僚として名前を挙げた者二人のうち、唯

一生存及び所在が確認できた者は、「Ａ社が昭和 55年 10月に厚生年金保険の

適用事業所に該当するまでの期間は、従業員がそれぞれ国民年金及び国民健康

保険に加入していた。また、申立期間当時は、会社が保険料の半額を負担して

くれたため、従業員の給与から個人負担分の各保険料を控除し、その保険料を

納付してくれていた。」と供述しており、当該同僚は、オンライン記録により、

申立期間において国民年金被保険者として国民年金保険料を納付しているこ

とが確認できる。 

このほか、申立人の申立期間における厚生年金保険料の控除について確認で

きる関連資料及び周辺事情は見当たらない。 

これらの事実及びこれまで収集した関連資料等を総合的に判断すると、申立

人が厚生年金保険被保険者として、申立期間に係る厚生年金保険料を事業主に

より給与から控除されていたことを認めることはできない。 

 



 

北海道厚生年金 事案 3684 

 

第１ 委員会の結論 

申立人は、申立期間について、その主張する標準報酬月額に基づく厚生年金

保険料を事業主により給与から控除されていたと認めることはできない。 

 

第２ 申立の要旨等 

１ 申立人の氏名等 

氏    名 ： 女 

基礎年金番号 ：  

生 年 月 日 ： 昭和 25年生 

住 所 ：  

 

  ２ 申立内容の要旨 

    申 立 期 間 ： ① 平成２年２月から５年６月まで 

             ② 平成５年 10月から６年９月まで 

申立期間①はＡ社、申立期間②はＢ社にそれぞれ勤務していたが、厚生年

金保険の加入記録によると、両申立期間に係る標準報酬月額は、通勤手当の

支給額が含まれていない記録となっているので、正しい年金記録に訂正して

ほしい。 

 

第３ 委員会の判断の理由 

１ 申立人は、申立期間①及び②の標準報酬月額の相違について申し立ててい

るが、厚生年金保険の保険給付及び保険料の納付の特例等に関する法律に基

づき、標準報酬月額を改定又は決定し、これに基づき記録の訂正及び保険給

付が行われるのは、事業主が源泉控除していたと認められる厚生年金保険料

額及び申立人の報酬月額のそれぞれに基づく標準報酬月額の範囲内である

ことから、これらの標準報酬月額のいずれか低い方の額を認定することとな

る。 

２ 申立期間①について、申立人は、「Ａ社から支払いを受けた給与に通勤手

当が含まれていなかったことから、標準報酬月額の記録は、支払いを受けた

給与支給額よりも低額となっている。」と主張しているところ、同社は、平

成 20年２月 16日に厚生年金保険の適用事業所に該当しなくなっている上、

商業・法人登記簿謄本により、同社の登記は閉鎖されていないことが確認で

きるものの、同社及び当時の事業主の所在が確認できないことから、申立人

の申立期間①における給与の支払及び厚生年金保険料控除の状況を確認で

きる関連資料や供述を得ることができない。 

また、申立人が保管する給与支給明細書により、申立期間①において申立



 

人が支払いを受けた給与支給額に見合う標準報酬月額は、オンライン記録に

より確認できる標準報酬月額よりも高額であるものの、事業主が源泉控除し

ていたと認められる厚生年金保険料控除額に見合う標準報酬月額は、オンラ

イン記録における標準報酬月額より低額又は同額であることが確認できる。 

さらに、オンライン記録では、申立人の申立期間①に係る標準報酬月額が

遡及して訂正された形跡は無く、ほかに申立人が主張する標準報酬月額に基

づく厚生年金保険料を事業主により給与から控除されていたことを確認で

きる関連資料及び周辺事情は見当たらない。 

３ 申立期間②について、申立人は、申立期間①と同様、「Ｂ社から支払いを

受けた給与に通勤手当が含まれていなかったことから、標準報酬月額の記録

は、支払いを受けた給与支給額よりも低額となっている。」と主張している

ところ、申立人が保管する給料明細書により、申立人は、申立期間②におい

て、基本給と住宅手当を合算した月例給与額に通勤手当に相当する非課税分

賃金を加えた金額を給与支給額として支払いを受けていることが確認でき

る。 

  しかしながら、Ｂ社は、「関係資料が無く、当時の社会保険事務担当者も

既に退職していることから、申立期間②当時の状況は不明である。しかし、

当時の事務担当者は、社会保険関係事務に精通していなかったことから、社

会保険事務所（当時）に対する標準報酬月額の算定基礎届において、通勤手

当を含めた給与支給額を届出すべきところ、誤って月例給与額を報酬月額と

して届出したものと考えられる。」と回答しているところ、オンライン記録

において確認できる申立期間②の標準報酬月額は、上記給料明細書における

月例給与額に見合う標準報酬月額と一致することが確認できる。 

  また、上記の給料明細書により、申立期間②において申立人が支払いを受

けた給与支給額に見合う標準報酬月額は、オンライン記録により確認できる

標準報酬月額よりも高額であるものの、事業主が源泉控除していたと認めら

れる厚生年金保険料控除額に見合う標準報酬月額は、オンライン記録におけ

る標準報酬月額より低額又は同額であることが確認できる。 

さらに、オンライン記録では、申立人の申立期間②に係る標準報酬月額が

遡及して訂正された形跡は無く、ほかに申立人が主張する標準報酬月額に基

づく厚生年金保険料を事業主により給与から控除されていたことを確認で

きる関連資料及び周辺事情は見当たらない。 

４ これらの事実及びこれまで収集した関連資料等を総合的に判断すると、両

申立期間について、申立人がその主張する標準報酬月額に基づく厚生年金保

険料を各事業主により給与から控除されていたことを認めることはできな

い。 

 


